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開    会 

 

○前田会長 それでは、ただいまから審議会を開催いたします。 

 総合通信基盤局の職員に入室するように伝えてください。 

（総合通信基盤局職員入室） 

 

報告事項（総合通信基盤局関係） 

 

○伝搬障害防止区域の指定状況等について 

 

○前田会長 それでは、審議を開始いたします。 

 最初に、報告事項といたしまして、伝搬障害防止区域の指定状況等につきま

して、寺沢基幹通信課長から説明をお願いいたします。 

○寺沢基幹通信課長 はい。基幹通信課長をしております寺沢でございます。

よろしくお願いいたします。 

 伝搬障害防止区域の指定状況について、ご報告させていただきます。 

 概要につきまして、ちょっとページをめくっていただきまして、「参考２」と

書いてあるところで、まず最初に、制度の概要についてご説明させていただき

ます。 

 電波伝搬障害防止制度でございますけれども、こちら「制度の目的」のとこ

ろに書いてございますけれども、重要無線通信、これは電気通信業務とか放送

業務用等のための通信でございますけれども、こちらの確保と財産権の行使、

土地利用との調和を図りつつ、高層建築物等による重要無線通信の突然の遮断

を回避することを目的とする制度でございます。 
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 以下、もう少し詳しくご説明させていただきますと、左側を見ていただきま

すと、まず、その伝搬障害防止区域の指定というのが電波法に書いてございま

す。こちらは、今申し上げました重要無線通信の固定局、２点間の固定局の伝

搬路に関しまして、幅１００メートルで指定を行うというもので、下がその指

定のイメージ図でございます。そういった形で伝搬障害防止区域について、ま

ず指定を行います。 

 その右がこの指定された区域内でございますけれども、伝搬障害防止区域内

において、高層建築物等、高さ３１メートルの建築物と、あと工作物、鉄塔の

ようなものを建築しようとするときは、総務大臣に届出をすると。その届出に

関しまして、総合通信局において障害の有無を判定いたしまして、障害のおそ

れがあると判定された場合には、その免許人と建築主へ通知を行います。この

ような通知が行われた場合には、一定期間、最大２年間でございますけれども、

その障害の原因となる部分、高層建築物の３１メートル超の部分のうち、障害

となる部分についての工事が制限されるというものでございます。その２年間

の間に建築主と免許人の間で調整を行ってくださいというものでございます。 

 その右側が、調整の結果、求められる方策でございますけれども、例えば、

上はそのルート変更、要は固定局の位置をずらすという方法が１つございます

し、あとは建築主側で、その建物の変更を行うという形で、そういう形で回避

を行うということを期待するものでございます。 

 なお、こういう形で両者間でなかなか調整が行われない場合には、総務大臣

に申出があった場合には、あっせんを行うということも制度上担保されてござ

います。 

 以上が本制度の概要でございまして、最初のページに戻っていただきまして、

そういった今申し上げました防止区域の指定状況でございますけれども、一番

上の太線で描いてございますけれども、平成２７年度に、新規指定は１８８件、
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解除件数は３３８件、現在の指定区域数に関しましては５,４１９件となってご

ざいます。 

 以下、若干、その傾向について説明してございますけれども、２６年度と比

較いたしまして、昨年度に関しまして、指定件数は同数であり、解除件数は減

少したものの、解除件数にしては、依然として高い水準にあると。その要因と

いたしましては、ここに書いてございますけれども、電気通信業務用無線通信

の見直しです。これは携帯事業者が主としてなんですけれども、そのマイクロ

回線、要は無線通信を光ファイバーに換えているということがございまして、

そういった意味で減少傾向がございます。 

 あと、２つ目のポツでございますけれども、こちらは無線局の位置や高さに

ついて、その精度を高めたということに伴って、変更件数が増加してございま

す。こちら、物理的な位置等については、別に全く変更がございませんが、計

測の精度が上がったことに伴っての変更でございます。 

 参考といたしまして、ページを１つめくっていただきまして、高層建築物等

の届出件数の推移でございます。こちらを見ていただきますと、昨年度に関し

ましては７６６件の届出がございまして、そのうち障害のおそれありと判断さ

れたものは４件でございます。なお、３件については、まだ引き続き協議が行

われているところでございます。 

 以上、簡単でございますけれども、本防止区域についての指定状況について

のご報告でございます。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの件につきまして、何か御質問、御意見等ありますでし

ょうか。どうぞ。 

○吉田代理 １つよろしいでしょうか。 

 今現在、指定の件数が５,４１９件ということでしたけれども、これは徐々に
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減っていると先ほどおっしゃったのでしたでしょうか。そこをちょっと聞き逃

したかもしれませんけれども。 

 実は、言いたかったのは、先ほど携帯事業者等はマイクロ波の回線を光ファ

イバーの回線に置きかえることによって、指定がかなり解除されているとおっ

しゃったのですけれども、一般的に、これはコストとの兼ね合いになると思い

ますが、重要無線で、特に固定局から固定局の回線について、そういった光フ

ァイバーを用いた有線系に積極的に置き換えていくことによって、この解除件

数をどんどん増やしていくことを総務省としては奨励されているのかどうか。

今、ある意味、光ファイバーがたくさん使われるようになってきていますので、

地域にもよると思いますが、そういう環境さえよければ、積極的に有線系に置

き換えることによって、伝搬障害防止のエリアがどんどん解除されていくとい

いなと、ちょっと思ったものですから。 

○寺沢基幹通信課長 本制度に関しましては、直接は、これは単なる結果論で

ございますけれども、ただ、おっしゃるとおり、コストとの関係にもよると思

います。あと技術的な進歩にもよると思いますけれども、ただ、全てが光に置

き換わるというものでは、当然、もちろんございませんし。 

○吉田代理 やはりコストとの兼ね合いになるのですね。 

○寺沢基幹通信課長 兼ね合いもありますし、また、僻地とかにおいては、依

然として、そういうものは残っていくかと思いますので、これは若干個人的な

意見でございますけれども、ある程度減っていくと思いますが、やはり重要な

部分というのは残りますので、そのままずっと減り続けるということは、もち

ろんないというふうには考えてございます。ただ、依然必要な部分というのは

場面場面であるのかなと思っておりますけれども。 

○吉田代理 特に市街地とか都市域においては、有線系が充実していると思い

ますので、非常に重要な固定無線回線であれば、むしろ積極的に、セキュリテ
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ィの面からも有線に置き換えたほうがいいのかなと感じたものですから質問さ

せていただきました。 

○寺沢基幹通信課長 ありがとうございます。 

○前田会長 ほかにはいかがでしょうか。 

 電気通信業務用が圧倒的に多いわけですけれども、これはある時期、あちら

こちらに無線局を建てるようなことが多発して、そのときに増えて、それ以降

は、どちらかというと同じ場所に新たに設備を更新するような動きが多いので、

徐々に解除の方向になっている、そういうイメージなんですか。 

○寺沢基幹通信課長 それで結構です。 

○前田会長 そういうことですね。 

 ほかにありませんか。よろしいですか。 

 特に、ほかにご質問がないようですので、この報告事項については終了した

いと思います。どうもありがとうございました。 

 以上で総合通信基盤局の審議を終了いたします。どうもありがとうございま

した。 

（総合通信基盤局職員退室） 

（情報流通行政局職員入室） 

 

報告事項（情報流通行政局関係） 

 

○一般社団法人次世代放送推進フォーラムと一般社団法人デジタル放送推進協

会の統合について 

 

○前田会長 それでは、審議を再開いたします。 

 それでは、報告事項といたしまして、一般社団法人次世代放送推進フォーラ
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ムと一般社団法人デジタル放送推進協会の統合につきまして、鈴木衛星・地域

放送課長から説明をお願いいたします。 

○鈴木衛星・地域放送課長 衛星・地域放送課の鈴木でございます。今年２月

の電波監理審議会で、２０１６年開始予定のＢＳ４Ｋ・８Ｋ試験放送につきま

してご審議いただきまして、ＮＨＫと次世代放送推進フォーラムに対して、試

験放送の実施主体として認定を行ったところでございます。その後、この４月

に次世代放送推進フォーラムがデジタル放送推進協会と統合されましたので、

その概要について、ご報告させていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 お手元の資料の、まず１ページをご覧いただきたいと思います。 

 １ページが４Ｋ・８Ｋ推進のためのロードマップということで、関係者が共

通の目標として定めましたロードマップでございます。昨年の７月に作られた

ものでございます。それによりますと、この２０１６年のところ、赤い点線の

枠の部分でございますが、今年２月に、ＢＳの２０１６年４Ｋ・８Ｋ試験放送

につきまして、ＮＨＫと次世代放送推進フォーラムの認定を行ったところでご

ざいます。 

 ２ページをご覧いただきたいと思います。その際の認定の概要についてでご

ざいます。 

 申請の概要ですが、表の左側の次世代放送推進フォーラム、右側のＮＨＫに

対して、それぞれ審査を行い、今年２月１７日開催の電波監理審議会に諮問い

たしました。ＢＳ１７チャンネルを、両者が時間を分割して放送を行う形にな

っておりまして、業務開始の予定期日は、表の一番下でございますが、次世代

放送推進フォーラムは、平成２８年の１２月１日、ＮＨＫは平成２８年の８月

１日からということで、申請が行われました。こういった申請に対して、電波

監理審議会の答申を踏まえて、２月１７日に、一般社団法人次世代放送推進フ
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ォーラム及び日本放送協会に対し申請のとおり認定を行ったところでございま

す。 

 ３ページをご覧いただきたいと思います。次世代放送推進フォーラムとデジ

タル放送推進協会の統合についてでございます。 

 次世代放送推進フォーラムは、４Ｋ・８Ｋなどの次世代放送サービスを推進

する団体でございます。一方、デジタル放送推進協会は、これまで主に地デジ

化の対策を担ってきた団体でございます。どちらも放送事業者やメーカーなど

を会員としている団体となっております。 

 この両団体は、発展的に事業統合をして、統合後の新団体は、次世代放送推

進フォーラムとデジタル放送推進協会の事業内容を全て引き継いだ上で、今年

４月１日に発足いたしました。次世代放送推進フォーラムの４Ｋ・８Ｋ試験放

送の業務の認定は、存続団体であるデジタル放送推進協会が統合前の時点で認

定基幹放送事業者の地位の承継の認可を受けましたので、統合後につきまして

は、放送サービス高度化推進協会が試験放送の実施主体となったものでござい

ます。 

 続いて、４ページをご覧いただきたいと思います。 

 統合後の新団体である放送サービス高度化推進協会、略称Ａ－ＰＡＢと申し

ますが、この団体の概要についてでございます。 

 上の四角の中の２つ目の丸にございますとおり、放送サービス高度化推進協

会は、デジタル放送推進協会及び次世代放送推進フォーラムの全ての事業内容

を承継しております。 

 放送サービス高度化推進協会の理事長・副理事長については、（３）のとおり、

理事長については旧デジタル放送推進協会の理事長、副理事長については旧次

世代放送推進フォーラムの理事長、旧団体の理事長がそれぞれ就任をされてお

ります。 
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 （４）は会員社の概要です。 

 （５）は主な業務です。主な業務の中の２つ目のポツのところで、ＢＳによ

る４Ｋ・８Ｋ試験放送の実施が入っております。 

 右側の図は協会の組織図ということで、基本的に旧両団体の業務を全て引き

継いで、新団体に統合され、発足しているところでございます。 

 ５ページは、旧両団体についての概要を参考としてつけております。 

 ６ページ以下は参照条文でございます。 

 ご説明、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは、本件につきまして、何かご質問、ご意見ありますでしょうか。 

 何もありませんか。 

 それでは、特にないようですので、本報告事項については、これで終了した

いと思います。どうもありがとうございました。 

 以上で、情報流通行政局の審議を終了いたします。どうもありがとうござい

ました。 

（情報流通行政局職員退室） 

 

閉    会 

 

○前田会長 それでは、本日はこれにて終了といたします。 

 次回の開催は、平成２８年６月８日水曜日１５時からを予定していますので、

よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 


